
職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

一

月

二

十

六

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

四

号

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

第

一

条

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

十

一

条

第

二

項

中

「

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

十

五

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

二

十

を

乗

じ

て

得

た

額

に

」

を

「

及

び

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

十

五

を

乗

じ

て

得

た

額

に

、

」

に

改

め

、

同

項

た

だ

し

書

中

「

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

九

十

五

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

」

を

「

及

び

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

九

十

五

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

百

分

の

百

二

十

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

七

十

」

と

、

「

百

分

の

九

十

五

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

五

十

五

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

六

十

」

を

「

百

分

の

九

十

五

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

五

十

五

」

に

改

め

る

。

第

二

条

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

十

一

条

第

二

項

中

「

及

び

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

十

五

」

を

「

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

十

二

・

五

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

十

七

・

五

」

に

改

め

、

同

項

た

だ

し

書

中

「

及

び

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

九

十

五

」

を

「

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

九

十

二

・

五

、

十

二

月

-1-



に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

九

十

七

・

五

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

百

分

の

百

十

五

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

六

十

五

」

と

、

「

百

分

の

九

十

五

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

五

十

五

」

を

「

百

分

の

百

十

二

・

五

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

六

十

二

・

五

」

と

、

「

百

分

の

百

十

七

・

五

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

六

十

七

・

五

」

と

、

「

百

分

の

九

十

二

・

五

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

五

十

二

・

五

」

と

、

「

百

分

の

九

十

七

・

五

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

五

十

七

・

五

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

中

第

一

条

の

規

定

は

公

布

の

日

か

ら

、

第

二

条

の

規

定

は

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

-2-



幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

一

月

二

十

六

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

五

号

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

第

一

条

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

十

七

条

第

二

項

中

「

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

十

五

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

二

十

」

を

「

及

び

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

十

五

」

に

改

め

、

同

項

た

だ

し

書

中

「

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

九

十

五

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

」

を

「

及

び

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

九

十

五

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

百

分

の

百

二

十

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

七

十

」

と

、

「

百

分

の

九

十

五

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

五

十

五

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

六

十

」

を

「

百

分

の

九

十

五

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

五

十

五

」

に

改

め

る

。

第

二

条

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

十

七

条

第

二

項

中

「

及

び

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

十

五

」

を

「

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

十

二

・

五

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

十

七

・

五

」

に

改

め

、

同

項

た

だ

し

書

中

「

及

び

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

九

十

五

」

を

「

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

九

十

二

・

五

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

九

十

七

・

五

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

百

分

の

百

-1-



十

五

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

六

十

五

」

と

、

「

百

分

の

九

十

五

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

五

十

五

」

を

「

百

分

の

百

十

二

・

五

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

六

十

二

・

五

」

と

、

「

百

分

の

百

十

七

・

五

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

六

十

七

・

五

」

と

、

「

百

分

の

九

十

二

・

五

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

五

十

二

・

五

」

と

、

「

百

分

の

九

十

七

・

五

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

五

十

七

・

五

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

中

第

一

条

の

規

定

は

公

布

の

日

か

ら

、

第

二

条

の

規

定

は

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

-2-



会

計

年

度

任

用

職

員

の

給

与

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。令

和

二

年

十

一

月

二

十

六

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

六

号

会

計

年

度

任

用

職

員

の

給

与

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

第

一

条

会

計

年

度

任

用

職

員

の

給

与

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

（

令

和

元

年

十

月

東

京

都

北

区

条

例

第

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

十

六

条

第

二

項

及

び

第

三

十

条

第

二

項

中

「

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

十

五

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

二

十

」

を

「

及

び

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

十

五

」

に

改

め

る

。

第

二

条

会

計

年

度

任

用

職

員

の

給

与

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

十

六

条

第

二

項

及

び

第

三

十

条

第

二

項

中

「

及

び

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

十

五

」

を

「

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

十

二

・

五

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

十

七

・

五

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

中

第

一

条

の

規

定

は

公

布

の

日

か

ら

、

第

二

条

の

規

定

は

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

-1-



東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

四

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- -1

東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

七

号

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

（

昭

和

四

十

四

年

九

月

東

京

都

北

区

条

例

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

第

一

東

京

都

北

区

立

谷

端

プ

ー

ル

多

目

的

広

場

の

項

を

削

る

。

別

表

第

二

の

一

の

部

谷

端

プ

ー

ル

多

目

的

広

場

の

項

を

削

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

四

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

八

号

東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

東

京

都

北

区

東

十

条

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

第

二

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

東

十

条

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

第

三

東

京

都

北

区

東

十

条

三

丁

目

十

四

番

二

十

三

号

別

表

東

京

都

北

区

神

小

つ

ば

さ

ク

ラ

ブ

の

項

中

「

東

京

都

北

区

神

小

つ

ば

さ

ク

ラ

ブ

」

を

「

東

京

都

北

区

神

小

つ

ば

さ

ク

ラ

ブ

第

一

」

に

改

め

、

同

表

東

京

都

北

区

神

小

あ

お

ぞ

ら

ク

ラ

ブ

の

項

中

「

東

京

都

北

区

神

小

あ

お

ぞ

ら

ク

ラ

ブ

」

を

「

東

京

都

北

区

神

小

つ

ば

さ

ク

ラ

ブ

第

二

」

に

改

め

、

同

表

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

神

小

つ

ば

さ

ク

ラ

ブ

第

三

東

京

都

北

区

神

谷

二

丁

目

三

十

番

五

号

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

準

備

行

為

）

２

利

用

申

請

そ

の

他

学

童

ク

ラ

ブ

の

利

用

の

た

め

に

必

要

な

準

備

行

為

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。



東

京

都

北

区

立

子

ど

も

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

さ

く

ら

ん

ぼ

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

四

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

九

号

東

京

都

北

区

立

子

ど

も

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

さ

く

ら

ん

ぼ

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

立

子

ど

も

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

さ

く

ら

ん

ぼ

園

条

例

（

平

成

二

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

題

名

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

東

京

都

北

区

立

児

童

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

条

例

第

一

条

中

「

発

達

障

害

又

は

そ

の

疑

い

の

あ

る

小

学

校

就

学

前

児

童

を

支

援

す

る

こ

と

に

よ

り

、

当

該

児

童

及

び

そ

の

家

族

の

福

祉

の

向

上

を

図

る

た

め

、

東

京

都

北

区

立

子

ど

も

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

さ

く

ら

ん

ぼ

園

（

以

下

「

さ

く

ら

ん

ぼ

園

」

を

「

児

童

福

祉

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

六

十

四

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

四

十

三

条

第

一

号

に

掲

げ

る

福

祉

型

児

童

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

と

し

て

、

障

害

児

（

法

第

四

条

第

二

項

に

規

定

す

る

障

害

児

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

日

常

生

活

に

お

け

る

基

本

的

な

動

作

の

習

得

、

自

立

の

た

め

に

必

要

な

知

識

及

び

技

能

の

習

得

並

び

に

集

団

生

活

へ

の

適

応

を

支

援

し

、

並

び

に

障

害

児

に

係

る

相

談

を

実

施

す

る

た

め

、

東

京

都

北

区

立

児

童

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

（

以

下

「

セ

ン

タ

ー

」

に

改

め

る

。

第

二

条

第

一

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

セ

ン

タ

ー

の

名

称

及

び

位

置

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。
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名

称

位

置

東

京

都

北

区

立

児

童

発

達

支

援

セ

ン

東

京

都

北

区

王

子

六

丁

目

七

番

三

号

タ

ー

第

二

条

第

二

項

を

削

る

。

第

三

条

の

見

出

し

を

「

（

休

館

日

及

び

利

用

時

間

）

」

に

改

め

、

同

条

中

「

さ

く

ら

ん

ぼ

園

及

び

分

園

の

休

園

日

及

び

使

用

時

間

」

を

「

セ

ン

タ

ー

の

休

館

日

及

び

利

用

時

間

」

に

改

め

る

。

第

四

条

第

一

項

中

「

さ

く

ら

ん

ぼ

園

」

を

「

セ

ン

タ

ー

」

に

改

め

、

同

項

第

一

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

一

法

第

六

条

の

二

の

二

第

二

項

に

規

定

す

る

児

童

発

達

支

援

（

以

下

「

児

童

発

達

支

援

」

と

い

う

。

）

に

関

す

る

こ

と

。

第

四

条

第

一

項

第

二

号

を

同

項

第

五

号

と

し

、

同

項

第

一

号

の

次

に

次

の

三

号

を

加

え

る

。

二

法

第

六

条

の

二

の

二

第

六

項

に

規

定

す

る

保

育

所

等

訪

問

支

援

（

以

下

「

保

育

所

等

訪

問

支

援

」

と

い

う

。

）

に

関

す

る

こ

と

。

三

法

第

六

条

の

二

の

二

第

七

項

に

規

定

す

る

障

害

児

相

談

支

援

（

以

下

「

障

害

児

相

談

支

援

」

と

い

う

。

）

に

関

す

る

こ

と

。

四

障

害

児

に

係

る

成

長

及

び

発

達

に

関

す

る

相

談

、

療

育

に

関

す

る

相

談

並

び

に

経

過

観

察



- -3

（

以

下

「

総

合

相

談

」

と

い

う

。

）

に

関

す

る

こ

と

。

第

四

条

第

二

項

を

削

る

。

第

五

条

第

一

項

中

「

さ

く

ら

ん

ぼ

園

」

を

「

セ

ン

タ

ー

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

を

同

項

第

五

号

と

し

、

同

項

第

一

号

の

次

に

次

の

三

号

を

加

え

る

。

二

プ

レ

イ

ル

ー

ム

三

相

談

室

四

調

理

室

第

五

条

第

二

項

を

削

る

。

第

六

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

（

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

者

）

第

六

条

セ

ン

タ

ー

の

事

業

を

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

者

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

事

業

の

区

分

に

応

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

者

と

す

る

。

一

児

童

発

達

支

援

区

内

に

住

所

を

有

す

る

小

学

校

就

学

前

の

障

害

児

及

び

そ

の

保

護

者

（

法

第

二

十

一

条

の

五

の

五

第

一

項

に

規

定

す

る

通

所

給

付

決

定

（

以

下

「

通

所

給

付

決

定

」

と

い

う

。

）

を

受

け

て

い

る

者

に

限

る

。

）

二

保

育

所

等

訪

問

支

援

区

内

に

住

所

を

有

す

る

障

害

児

及

び

そ

の

保

護

者

（

通

所

給

付

決

定

を

受

け

て

い

る

者

に

限

る

。

）

三

障

害

児

相

談

支

援

区

内

に

住

所

を

有

す

る

障

害

児

の

保

護

者

（

法

第

二

十

一

条

の

五

の
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六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

十

一

条

の

五

の

八

第

一

項

の

申

請

又

は

通

所

給

付

決

定

に

係

る

障

害

児

の

保

護

者

に

限

る

。

）

四

総

合

相

談

区

内

に

住

所

を

有

す

る

障

害

児

及

び

そ

の

保

護

者

２

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

区

長

が

適

当

と

認

め

る

者

は

、

セ

ン

タ

ー

の

事

業

を

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

第

七

条

の

見

出

し

中

「

使

用

」

を

「

利

用

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

セ

ン

タ

ー

の

事

業

を

利

用

し

よ

う

と

す

る

者

（

総

合

相

談

を

利

用

し

よ

う

と

す

る

者

を

除

く

。

）

は

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

区

長

に

申

請

し

、

そ

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

七

条

第

二

項

中

「

前

項

」

を

「

第

一

項

」

に

、

「

さ

く

ら

ん

ぼ

園

の

使

用

」

を

「

セ

ン

タ

ー

の

事

業

の

利

用

」

に

改

め

、

同

項

第

一

号

中

「

使

用

者

（

使

用

」

を

「

利

用

者

（

利

用

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

三

項

と

し

、

同

条

第

一

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

２

前

項

の

承

認

を

受

け

た

者

は

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

区

長

と

セ

ン

タ

ー

の

事

業

の

利

用

に

関

す

る

契

約

を

締

結

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

八

条

の

見

出

し

中

「

使

用

」

を

「

利

用

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

さ

く

ら

ん

ぼ

園

の

使

用

」

を

「

セ

ン

タ

ー

の

事

業

の

利

用

」

に

改

め

る

。

第

九

条

の

見

出

し

及

び

同

条

各

号

列

記

以

外

の

部

分

中

「

使

用

」

を

「

利

用

」

に

改

め

、

同

条

第

一

号

中

「

第

六

条

第

一

項

第

一

号

の

規

定

」

を

「

第

六

条

に

規

定

す

る

セ

ン

タ

ー

の

事

業

を

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

者

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

中

「

第

七

条

第

二

項

第

二

号

」

を

「

第

七

条
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第

三

項

第

二

号

」

に

改

め

、

同

条

第

三

号

中

「

使

用

」

を

「

利

用

」

に

改

め

る

。

第

十

条

第

一

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

次

の

各

号

に

掲

げ

る

セ

ン

タ

ー

の

事

業

を

利

用

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

額

を

納

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

児

童

発

達

支

援

又

は

保

育

所

等

訪

問

支

援

法

第

二

十

一

条

の

五

の

三

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

厚

生

労

働

大

臣

が

定

め

る

基

準

に

よ

り

算

定

し

た

費

用

の

額

（

そ

の

額

が

現

に

当

該

児

童

発

達

支

援

又

は

保

育

所

等

訪

問

支

援

に

要

し

た

費

用

の

額

を

超

え

る

と

き

は

、

当

該

現

に

児

童

発

達

支

援

又

は

保

育

所

等

訪

問

支

援

に

要

し

た

費

用

の

額

）

二

障

害

児

相

談

支

援

法

第

二

十

四

条

の

二

十

六

第

二

項

に

規

定

す

る

厚

生

労

働

大

臣

が

定

め

る

基

準

に

よ

り

算

定

し

た

費

用

の

額

（

そ

の

額

が

現

に

当

該

障

害

児

相

談

支

援

に

要

し

た

費

用

の

額

を

超

え

る

と

き

は

、

当

該

現

に

障

害

児

相

談

支

援

に

要

し

た

費

用

の

額

）

第

十

条

第

二

項

中

「

さ

く

ら

ん

ぼ

園

を

使

用

し

た

者

及

び

前

項

の

児

童

発

達

支

援

を

受

け

た

」

を

「

セ

ン

タ

ー

の

事

業

を

利

用

し

た

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

を

削

る

。

第

十

一

条

中

「

さ

く

ら

ん

ぼ

園

及

び

分

園

の

使

用

者

」

を

「

セ

ン

タ

ー

の

事

業

の

利

用

者

」

に

改

め

る

。付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。



- -6

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

前

に

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

立

子

ど

も

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

さ

く

ら

ん

ぼ

園

条

例

の

規

定

に

よ

り

し

た

処

分

、

手

続

そ

の

他

の

行

為

は

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

立

児

童

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

条

例

の

規

定

に

基

づ

き

な

さ

れ

た

も

の

と

み

な

す

。



東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

四

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

号

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

）

の

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

昭

和

三

十

四

年

十

一

月

東

京

都

北

区

条

例

第

十

七

号

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

十

五

条

第

一

項

中

「

第

三

十

五

条

の

二

第

一

項

」

の

下

に

「

、

第

三

十

五

条

の

三

第

一

項

」

を

加

え

る

。

付

則

第

二

条

中

「

特

例

基

準

割

合

（

当

該

年

の

前

年

に

」

を

「

延

滞

金

特

例

基

準

割

合

（

」

に

、

「

の

規

定

に

よ

り

告

示

さ

れ

た

割

合

」

を

「

に

規

定

す

る

平

均

貸

付

割

合

」

に

改

め

、

「

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

特

例

基

準

割

合

適

用

年

」

と

い

う

。

）

」

を

削

り

、

「

当

該

特

例

基

準

割

合

適

用

年

」

を

「

そ

の

年

」

に

、

「

特

例

基

準

割

合

に

」

を

「

延

滞

金

特

例

基

準

割

合

に

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

十

五

条

第

一

項

の

改

正

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

付

則

第

二

条

の

規

定

は

、

保

険

料

に

係

る

延

滞

金

の

う

ち

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

以

後

の

期

間

に

対

応

す

る

も

の

に

つ

い

て



- -2

適

用

し

、

同

日

前

の

期

間

に

対

応

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。



東

京

都

北

区

後

期

高

齢

者

医

療

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

四

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

一

号

東

京

都

北

区

後

期

高

齢

者

医

療

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

）

東

京

都

北

区

後

期

高

齢

者

医

療

に

関

す

る

条

例

平

成

二

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

号

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

付

則

第

四

条

中

「

特

例

基

準

割

合

（

当

該

年

の

前

年

に

」

を

「

延

滞

金

特

例

基

準

割

合

（

」

に

、

「

の

規

定

に

よ

り

告

示

さ

れ

た

割

合

」

を

「

に

規

定

す

る

平

均

貸

付

割

合

」

に

改

め

、

「

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

特

例

基

準

割

合

適

用

年

」

と

い

う

。

）

」

を

削

り

、

「

当

該

特

例

基

準

割

合

適

用

年

」

を

「

そ

の

年

」

に

、

「

特

例

基

準

割

合

に

」

を

「

延

滞

金

特

例

基

準

割

合

に

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

後

期

高

齢

者

医

療

に

関

す

る

条

例

付

則

第

四

条

の

規

定

は

、

保

険

料

に

係

る

延

滞

金

の

う

ち

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

以

後

の

期

間

に

対

応

す

る

も

の

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

の

期

間

に

対

応

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。



東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

四

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

二

号

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

）

の

一

部

を

次

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

十

二

号

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

付

則

第

六

条

中

「

特

例

基

準

割

合

（

当

該

年

の

前

年

に

」

を

「

延

滞

金

特

例

基

準

割

合

（

」

に

、

「

の

規

定

に

よ

り

告

示

さ

れ

た

割

合

」

を

「

に

規

定

す

る

平

均

貸

付

割

合

」

に

改

め

、

「

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

特

例

基

準

割

合

適

用

年

」

と

い

う

。

）

」

を

削

り

、

「

当

該

特

例

基

準

割

合

適

用

年

」

を

「

そ

の

年

」

に

、

「

特

例

基

準

割

合

に

」

を

「

延

滞

金

特

例

基

準

割

合

に

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

付

則

第

六

条

の

規

定

は

、

保

険

料

に

係

る

延

滞

金

の

う

ち

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

以

後

の

期

間

に

対

応

す

る

も

の

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

の

期

間

に

対

応

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。



東

京

都

北

区

自

転

車

等

駐

車

場

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

四

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

三

号

東

京

都

北

区

自

転

車

等

駐

車

場

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

）

の

一

東

京

都

北

区

自

転

車

等

駐

車

場

条

例

昭

和

六

十

一

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

一

号

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

第

一

板

橋

駅

東

口

自

転

車

駐

車

場

の

項

を

削

り

、

同

表

十

条

駅

西

口

自

転

車

駐

車

場

の

項

中

「

北

区

上

十

条

二

丁

目

二

十

七

番

十

七

号

」

を

「

北

区

上

十

条

二

丁

目

二

十

八

番

先

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

中

別

表

第

一

板

橋

駅

東

口

自

転

車

駐

車

場

の

項

を

削

る

改

正

規

定

は

公

布

の

日

か

ら

、

同

表

十

条

駅

西

口

自

転

車

駐

車

場

の

項

の

改

正

規

定

は

同

日

か

ら

起

算

し

て

六

月

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

地

区

計

画

等

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

四

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

四

号

東

京

都

北

区

地

区

計

画

等

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

条

例

（

昭

和

六

十

一

地

区

計

画

等

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

第

一

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

令

和

二

年

東

京

都

北

区

告

示

第

六

百

八

号

に

定

め

る

東

京

都

市

計

画

地

区

計

画

赤

羽

一

丁

目

地

区

地

区

計

画

の

区

域

の

う

ち

、

地

区

整

備

計

画

が

定

め

ら

れ

た

区

域

（

別

表

第

二

15

に

お

い

て

「

赤

羽

一

丁

目

地

区

地

区

整

備

計

画

区

域

」

と

い

う

。

）

別

表

第

二

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

赤

羽

一

丁

目

地

区

地

区

整

備

計

画

区

域

15

計

画

街

区

の

区

分

建

築

し

て

は

な

ら

風

営

法

第

二

条

第

六

項

各

号

及

び

第

九

項

に

掲

げ

る

も

の

（い）

な

い

建

築

物

建

築

物

の

容

積

率

（ろ）

の

最

高

限

度
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建

築

物

の

建

ぺ

い

（は）

率

の

最

高

限

度

建

築

物

の

建

築

面

（に）

積

の

最

低

限

度

建

築

物

の

敷

地

面

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

（ほ）

積

の

最

低

限

度

建

築

物

の

外

壁

等

計

画

図

に

表

示

す

る

壁

面

の

位

置

の

数

値

（

落

下

防

止

の

た

め

の

ひ

の

面

か

ら

道

路

境

さ

し

及

び

こ

れ

を

支

え

る

柱

並

び

に

敷

地

境

界

線

に

沿

つ

て

設

け

ら

（へ）

界

線

ま

で

の

距

離

れ

る

門

、

塀

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

も

の

を

除

く

。

）

建

築

物

の

高

さ

の

（と）

最

高

限

度

建

築

物

の

高

さ

の

（ち）

最

低

限

度

建

築

物

の

形

態

又

（り）

は

意

匠

の

制

限

垣

又

は

さ

く

の

構

（ぬ）

造

制

限
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備

考

こ

の

表

に

お

い

て

「

計

画

図

」

と

は

、

都

市

計

画

法

第

十

四

条

第

一

項

に

規

定

す

る

計

画

図

を

い

う

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

一

月

四

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

立

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

四

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

五

号

東

京

都

北

区

立

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

立

公

園

条

例

（

昭

和

三

十

三

年

四

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

五

条

の

三

第

三

号

中

「

有

料

公

園

施

設

」

を

「

公

園

施

設

」

に

改

め

、

同

条

第

四

号

中

「

有

料

公

園

施

設

」

を

「

公

園

」

に

改

め

る

。

第

五

条

の

四

か

ら

第

五

条

の

七

ま

で

の

規

定

中

「

有

料

公

園

施

設

」

を

「

公

園

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

立

児

童

遊

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

四

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

六

号

東

京

都

北

区

立

児

童

遊

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

立

児

童

遊

園

条

例

（

昭

和

三

十

三

年

四

月

東

京

都

北

区

条

例

第

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

十

三

条

を

第

十

九

条

と

し

、

第

十

二

条

を

第

十

八

条

と

す

る

。

第

十

一

条

第

一

項

第

一

号

中

「

第

六

条

」

を

「

第

十

二

条

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

第

七

条

」

を

「

第

十

三

条

」

に

改

め

、

同

条

を

第

十

七

条

と

す

る

。

第

十

条

を

第

十

六

条

と

し

、

第

九

条

を

第

十

五

条

と

す

る

。

第

二

章

中

第

八

条

を

第

十

四

条

と

し

、

第

四

条

か

ら

第

七

条

ま

で

を

六

条

ず

つ

繰

り

下

げ

、

第

三

条

の

次

に

次

の

六

条

を

加

え

る

。

（

指

定

管

理

者

に

よ

る

管

理

）

第

四

条

児

童

遊

園

の

管

理

は

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

二

百

四

十

四

条

の

二

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

、

法

人

そ

の

他

の

団

体

で

あ

つ

て

区

長

が

指

定

す

る

も

の

（

以

下

「

指

定

管

理

者

」

と

い

う

。

）

に

行

わ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

指

定

管

理

者

が

行

う

業

務

）

第

五

条

指

定

管

理

者

は

、

次

に

掲

げ

る

業

務

を

行

う

も

の

と

す

る

。

一

児

童

遊

園

の

施

設

及

び

設

備

の

維

持

管

理

に

関

す

る

こ

と

。

二

前

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

必

要

と

認

め

る

業

務
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（

指

定

管

理

者

の

指

定

）

第

六

条

区

長

は

、

指

定

管

理

者

を

指

定

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

特

別

の

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

を

除

き

、

公

募

す

る

も

の

と

す

る

。

２

指

定

管

理

者

と

し

て

の

指

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

も

の

は

、

申

請

書

に

事

業

計

画

書

そ

の

他

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

書

類

を

添

え

て

、

区

長

に

申

請

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

３

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

申

請

が

あ

つ

た

と

き

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

を

総

合

的

に

審

査

し

、

児

童

遊

園

の

管

理

を

行

わ

せ

る

に

最

適

な

団

体

を

候

補

者

と

し

て

選

定

し

、

東

京

都

北

区

議

会

（

以

下

「

議

会

」

と

い

う

。

）

の

議

決

を

経

て

指

定

管

理

者

に

指

定

す

る

も

の

と

す

る

。

一

事

業

計

画

書

の

内

容

が

利

用

者

に

対

す

る

公

平

か

つ

適

切

な

サ

ー

ビ

ス

の

確

保

に

資

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

二

事

業

計

画

書

の

内

容

が

児

童

遊

園

の

効

用

を

最

大

限

に

発

揮

し

、

又

は

管

理

経

費

の

縮

減

が

図

ら

れ

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

三

事

業

計

画

書

に

沿

つ

た

管

理

を

安

定

し

て

行

う

物

的

能

力

及

び

人

的

能

力

を

有

し

て

い

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

四

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

児

童

遊

園

の

設

置

目

的

を

達

成

す

る

た

め

に

十

分

な

能

力

を

有

し

て

い

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

４

前

三

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

区

長

は

、

指

定

期

間

の

満

了

に

伴

い

指

定

管

理

者

を

指

定

す

る

場

合

で

あ

つ

て

、

現

に

指

定

管

理

者

に

指

定

さ

れ

て

い

る

も

の

（

以

下

「

現

指

定

管

理

者

」
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と

い

う

。

）

か

ら

提

出

さ

せ

た

事

業

計

画

書

そ

の

他

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

書

類

を

審

査

し

、

か

つ

、

実

績

等

を

考

慮

し

て

、

現

指

定

管

理

者

が

当

該

児

童

遊

園

の

設

置

目

的

を

最

も

効

果

的

か

つ

効

率

的

に

達

成

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

認

め

ら

れ

る

と

き

は

、

現

指

定

管

理

者

を

議

会

の

議

決

を

経

て

、

指

定

管

理

者

に

指

定

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

５

区

長

は

、

指

定

管

理

者

を

指

定

し

た

と

き

は

、

遅

滞

な

く

そ

の

旨

を

告

示

す

る

も

の

と

す

る

。

（

指

定

管

理

者

の

指

定

の

取

消

し

等

）

第

七

条

区

長

は

、

指

定

管

理

者

が

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

き

は

、

指

定

管

理

者

の

指

定

を

取

り

消

し

、

又

は

期

間

を

定

め

て

管

理

の

業

務

の

全

部

若

し

く

は

一

部

の

停

止

を

命

ず

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

児

童

遊

園

の

管

理

に

関

す

る

区

長

の

指

示

に

従

わ

な

い

と

き

。

二

関

係

法

令

及

び

こ

の

条

例

そ

の

他

の

関

係

条

例

等

を

遵

守

し

な

い

と

き

。

三

前

二

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

当

該

指

定

管

理

者

に

よ

る

児

童

遊

園

の

管

理

を

継

続

す

る

こ

と

が

適

当

で

な

い

と

区

長

が

認

め

る

と

き

。

２

前

項

の

規

定

に

よ

り

、

指

定

管

理

者

の

指

定

を

取

り

消

し

、

又

は

業

務

の

全

部

若

し

く

は

一

部

の

停

止

を

命

じ

た

場

合

に

お

い

て

、

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

区

長

は

第

五

条

に

規

定

す

る

業

務

の

全

部

又

は

一

部

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

３

区

長

は

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

管

理

者

の

指

定

を

取

り

消

し

、

又

は

期

間

を

定

め

て

管

理

の

業

務

の

全

部

若

し

く

は

一

部

の

停

止

を

命

じ

た

場

合

は

、

遅

滞

な

く

そ

の

旨

を

告

示

す
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る

も

の

と

す

る

。

（

報

告

の

聴

取

等

）

第

八

条

指

定

管

理

者

は

、

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

毎

年

度

終

了

後

、

そ

の

管

理

す

る

児

童

遊

園

に

関

し

事

業

報

告

書

を

作

成

し

、

区

長

に

報

告

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

年

度

の

途

中

に

お

い

て

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

を

取

り

消

さ

れ

た

と

き

も

、

ま

た

同

様

と

す

る

。

２

区

長

は

、

児

童

遊

園

の

管

理

の

適

正

を

期

す

る

た

め

、

指

定

管

理

者

に

対

し

、

当

該

管

理

の

業

務

又

は

当

該

管

理

の

業

務

に

係

る

経

理

の

状

況

に

関

し

、

定

期

若

し

く

は

臨

時

に

報

告

を

求

め

、

実

地

に

つ

い

て

調

査

し

、

又

は

必

要

な

指

示

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

（

協

定

の

締

結

）

第

九

条

指

定

管

理

者

の

指

定

を

受

け

る

も

の

は

、

児

童

遊

園

の

管

理

に

関

し

、

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

区

と

協

定

を

締

結

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

別

表

第

一

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

立

い

が

し

ら

児

童

遊

園

東

京

都

北

区

岸

町

二

丁

目

九

番

十

六

号

東

京

都

北

区

立

志

茂

二

丁

目

児

童

遊

園

東

京

都

北

区

志

茂

二

丁

目

三

十

番

十

二

号

別

表

第

二

中

「

第

七

条

」

を

「

第

十

三

条

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

別

表

第

一

の

改

正

規

定

は

、

同

日

か

ら
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起

算

し

て

六

月

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

高

齢

者

住

宅

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

四

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

七

号

東

京

都

北

区

高

齢

者

住

宅

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

高

齢

者

住

宅

条

例

（

平

成

九

年

九

月

東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

シ

ル

バ

ー

ピ

ア

滝

野

川

東

京

都

北

区

滝

野

川

三

丁

目

五

十

三

番

三

号

百

四

十

三

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

二

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

準

備

行

為

）

２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

高

齢

者

住

宅

条

例

（

以

下

「

改

正

後

の

条

例

」

と

い

う

。

）

別

表

に

規

定

す

る

シ

ル

バ

ー

ピ

ア

滝

野

川

（

以

下

「

シ

ル

バ

ー

ピ

ア

滝

野

川

」

と

い

う

。

）

の

改

正

後

の

条

例

第

四

十

一

条

の

六

に

規

定

す

る

指

定

管

理

者

の

指

定

に

関

し

必

要

な

手

続

そ

の

他

シ

ル

バ

ー

ピ

ア

滝

野

川

の

管

理

に

関

し

必

要

な

準

備

行

為

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。


